
インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する 

ワーキンググループの開催について 

 

令 和 6 年 1 1 月 2 5 日 

青少年インターネット環境の  

整備等に関する検討会決定 

最終改正 令和７年１月 21 日 

 

１ 趣旨 

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための

施策に関する基本的な計画（第６次）」（令和 6 年 9 月こども政策推進会議決

定）が策定されたことを一つの契機とし、特に、昨今のインターネット利用

を巡る青少年保護の国内及び主要各国における動向にかんがみ、インターネ

ット利用を巡る青少年の保護に関する課題及び論点の整理をするため、「「青少

年インターネット環境の整備等に関する検討会」の下に、「インターネットの

利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ」（以下「ワー

キンググループ」という。）を開催する。 

 

２ 構成員等 

(1) ワーキンググループの構成員は、別紙のとおりとする。 

(2) 座長は、ワーキンググループの議事を整理する。 

(3) 座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３ ワーキンググループにおける議事の公表 

ワーキンググループは、原則として公開とする。ワーキンググループの議事

要旨は、ワーキンググループ終了後、速やかに公表する。ただし、座長は、公

開や公表をすることにより公平かつ中立な議論に支障を及ぼすおそれがある

と認めるときその他正当な理由があると認めるときは、ワーキンググループ及

び議事要旨の各々について、全部又は一部を公開若しくは公表しないものとす

ることができる。 

 

４ 庶務 

ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁成育局安全対策課において処理

する。 

 

５ その他 

前各項に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関する事項その

他必要な事項は、座長がワーキンググループに諮って定める。  


